
入 札 説 明 書 

 

 床反力計の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び公立大

学法人山形県立保健医療大学会計規則（平成 21年４月１日規則第４号。以下「規則」とい

う。）及び公立大学法人山形県立保健医療大学契約事務取扱規程（平成 21 年４月１日規程

第 59号。以下「規程」という）に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等（以下「契約担当部局」という。） 

  〒990-2212 山形市上柳 260番地  

  公立大学法人山形県立保健医療大学事務局総務課 電話番号 023(686)6765 

 

２ 入札参加者の資格 

（１）「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」

とは、入札参加資格審査日（一般競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」とい

う。）の提出期限の日）から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置

を受けていないことをいう。 

（２）公告で指定された期限までに申請書を提出しない者は、本件入札に参加することが

できない。 

 

３ 入札参加者資格の審査等 

（１）入札参加資格の審査は、入札を終了した後に入札執行者が落札候補者と認めた者に

ついて行う。 

   なお、審査の結果落札決定したときは、既に審査を受けた者を除き、他の入札参加

者に係る審査は行わない。 

（２）本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを

証するため、申請書および添付書類（以下「申請書等」という。）を、公告で指定され

た提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければ

ならない。 

（３）提出書類 

  入札参加者の資格に関する書類 

   ア 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に登載されている者 

    (ｱ) 一般競争入札参加資格確認申請書 

   イ 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に登載されていない者 

    (ｱ) 競争入札参加資格審査申請書提出書 

    (ｲ) 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類（山形県会計局が別に定める物品

等競争入札参加資格審査申請要領による） 

（４）上記（２）の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。 

（５）落札候補者は、添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるもの

 



とし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。 

   なお、その求めに応じないときは、入札参加資格がないものとする。 

（６）申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

 

４ 仕様書に関する質問等 

（１）仕様書に関し質問がある場合は、令和５年９月１日（金）午後５時までに契約担当

部局に書面により持参又は郵送（書留郵便に限る。）で提出すること。 

   なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。 

（２）（１）の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、

当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局において閲

覧に供する。 

 

５ 入札の辞退等 

（１）入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができ

る。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物品

の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者

印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 

（２）入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 

 

６ 入札 

（１）入札書の様式は、入札書による。 

（２）入札書は持参によるものとするが、郵送による提出も認める。（書留郵便に限る。） 

（３）入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載

すること。 

（４）入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上

記（３）の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。 

   なお、令和５年９月８日（金）午後５時までに契約担当部局に必着とし、当該日時

までに到達しなかった場合は棄権とみなす。 

（５）入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委

任状を作成し提出させること。 

（６）入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはで

きない。 

また、法人の代表者（支店長等の受任者を含む。）が自ら入札する場合は、当該入札

に関して他の入札者となることはできない。 

（７）入札価格には、輸送費、登録及び関税等通常の取引において必要とされる諸経費を

含む総額とする。 

 

７ 開札 

入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会



わない場合においては、入札事務に関係のない本学職員を立ち合わせて開札を行う。 

 

８ 入札の無効 

次に掲げる入札は無効とする。 

（１）入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札 

（２）申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

（３）委任状を持参しない代理人のした入札 

（４）入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得

るために連合したと認められる入札 

（５）同一の事項につき２通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 

（６）金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金

額を訂正した入札を契約担当者に提出した入札 

（７）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

９ 再度入札 

予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合が

ある。 

再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。 

入札を一度辞退した者は，当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。 

 

10 落札者の決定方法 

（１）規程第７条第１項の規定により作成された公告２の（１）の予定価格の範囲内で最

低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）を行った者を落札候補者とし、当該候補

者に係る資格審査の結果、資格を有すると認められた場合に落札者として決定する。 

（２）落札候補者の審査の結果、資格がないと認められた場合は、予定価格の範囲内で入

札（有効な入札に限る。）を行った次順位の者を落札候補者とし、前項及び本項の規定

を準用し落札者を決定する。落札候補者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を

行った者において、落札者が決定するまで繰り返すものとする。 

（３）落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせて落札候補者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない本学職員

にこれに代わってくじを引かせ落札候補者を決定する。 

 

11 その他 

（１）本件入札への参加にあたり、納入場所を確認する必要がある場合は、事前に契約担

当部局まで連絡のうえ日時を調整し、当該担当部局の職員立会いのもと確認を行うこ

ととし、また、その期間は入札期日の前日までとする。 

（２）入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認

められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若



しくは取りやめることがある。 

（３）入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立

てることができない。 

（４）落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 

（５）入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑（入札書に

使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。）を持参する

こと。 

なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知す

る。 

（７）本件契約の条項は、別に示す契約書による。 

（８）その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 


